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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第58期

第１四半期連結
累計期間

第59期
第１四半期連結

累計期間
第58期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (千円) 4,764,317 6,599,750 23,120,222

経常利益 (千円) 1,327,688 1,738,179 6,972,320

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 985,974 1,288,747 4,906,132

四半期包括利益又は包括利
益

(千円) 1,173,691 700,069 5,496,784

純資産額 (千円) 19,143,999 23,000,036 22,996,079

総資産額 (千円) 25,748,309 30,302,207 32,230,943

１株当たり四半期(当期)純
利益金額

(円) 35.44 46.30 176.31

自己資本比率 (％) 74.1 75.7 71.1
 

(注) １．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４. 平成30年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第58期の期首に当該株

式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額を算出しております。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日)等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容の重要な変更と主

要な会社の異動は、次のとおりであります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の

状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項(セグメント情報等)　セグメント情報」の「Ⅱ 当第１四半期連結累計期

間」の「３．報告セグメントの変更等に関する事項 」をご参照ください。

 
(薬品事業) 

事業内容の変更及び主要な関係会社における異動はありません。

 
(装置事業)

事業内容の変更及び主要な関係会社における異動はありません。

 
(その他)

当第１四半期連結会計期間より、ワイン及び葡萄苗木を生産、販売することを目的として株式会社そらぷちファー

ムを新規設立し、連結子会社としております。

 
この結果、平成30年６月30日現在では、当社グループは、当社、子会社17社及び関連会社１社により構成されるこ

ととなりました。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で

前連結会計年度との比較・分析を行っております。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

当社グループの業績は、海外における薬品の販売が順調に推移したことに加え、めっき装置の販売が好調に推移

したことにより、売上高は6,599百万円（前年同期比38.5％増）となりました。この結果、営業利益は1,726百万円

（前年同期比23.6％増）、経常利益は1,738百万円（前年同期比30.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

1,288百万円（前年同期比30.7％増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当第１

四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

 

 (薬品事業)

薬品事業におきましては、ハイエンドスマートフォン向けの需要が低迷したものの、中国系スマートフォン向け

の需要については高機能化等を背景に堅調に推移したことに加え、その他の電子機器向けの需要も堅調であったこ

とから、中国、韓国におけるプリント配線板用めっき薬品の販売が順調に推移しました。中国においては拡販によ

る顧客獲得を背景に、自動車部品用めっき薬品販売も堅調に推移しました。この結果、売上高は4,887百万円（前年

同期比7.9％増）、セグメント利益は1,905百万円（前年同期比12.1％増）となりました。

 

 (装置事業)

装置事業におきましては、大型めっき装置案件の獲得が少なかったことから、受注高は214百万円（前年同期比

55.0％減）となりました。手持ちの工事契約が順調に進捗し、売上高は1,703百万円（うち、旧新規事業売上高419

百万円）（前年同期比651.4％増）、セグメント利益は90百万円（前年同期はセグメント損失45百万円）となりまし

た。なお、受注残高は2,398百万円（前年同期比21.7％増）となりました。

 

 (その他)

その他事業におきましては、売上高は9百万円（前年同期比6.2％減）となり、セグメント損失は13百万円（前年

同期はセグメント損失19百万円）となりました。

　

また、資産、負債及び純資産の状況は、次のとおりであります。

 

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,928百万円（6.0％）減少し、30,302百万

円となりました。

流動資産は、主に現金及び預金の減少、受取手形及び売掛金の減少、前渡金の減少により2,014百万円（8.3％）

減少し、22,124百万円となりました。　

固定資産は、主にJCU表面技術(湖北)有限公司における工場建設に伴う建設仮勘定の増加により85百万円

（1.1％）増加し、8,177百万円となりました。
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（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,932百万円（20.9％）減少し、7,302百万

円となりました。

流動負債は、主に支払手形及び買掛金の減少や、前受金の減少、法人税支払いによる未払法人税等の減少により

1,843百万円（26.4％）減少し、5,134百万円となりました。

固定負債は、主に借入返済による長期借入金の減少により88百万円（3.9％）減少し、2,168百万円となりまし

た。

　

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、円高による為替換算調整勘定の減少、配当金支払いによる利益剰

余金の減少の一方、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ3百万円

（0.0％）増加し、23,000百万円となりました。

 
(2) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

 

① 会社の支配に関する基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を継続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考えてお

ります。上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が認めら

れているものであり、当社株式の大規模な買付行為や買付提案であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、当社株式の大規

模な買付行為や買付提案に応じるか否かの最終判断は、株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えてお

ります。

しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるも

の、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大規模買付提案の内容等について検討しあるいは対象会社の取締

役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有

利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さな

いものも少なくありません。

当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模な買付等を

行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えております。

そのため、当社取締役会は、大規模な買付行為や買付提案を行う者が現れた場合は、当該大規模な買付等を行

う者に買付の条件並びに買付後の経営方針及び事業計画等に関する必要かつ十分な情報を提供させて、当社取締

役会の意見又は代替案を含めて、大規模な買付行為や買付提案の内容を検討するために必要な情報や十分な時間

を確保することが、最終判断者である株主の皆様から経営の負託を受けた当社取締役会の責務であると考えてお

ります。
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② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み

当社は、より多くの投資家の皆様に末永く継続して投資いただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を向上させる取り組みとして、下記ａ.の企業理念を掲げ、下記ｂ.の中期経営計画を実践しております。ま

た、これらと並行して、下記ｃ.のとおり、コーポレート・ガバナンスの強化、充実に取り組んでおります。

ａ．企業理念

当社は、昭和43年の設立以来、表面処理総合メーカーのリーディングカンパニーを目指し、常に時代の要求

に即した研究開発を行い、「薬品と装置」の総合技術によって、めっき工程全般を考慮したお客様の立場に

立った提案を続けることで、独自の地位を築いてまいりました。平成15年９月には、株式会社荏原製作所と米

国エンソン社との技術提携契約及び合弁契約をＭＢＯ方式により清算し経営的独立を実現いたしました。これ

によって世界市場へ自由に参入することが可能となり、以来積極的な海外展開を推し進めてきております。

平成30年に創立50周年を迎えるにあたり、新・企業理念 ”表面処理技術から未来を創造する”を制定いたし

ました。 私たちは、創業以来、装飾・防錆めっき技術から発展した様々な表面処理技術の提供で、自動車、エ

レクトロニクスなどの産業の成長を支えてきました。これからも、長年培った知見と研究・開発力で、新たな

表面処理技術を追究し、ものづくりを支え、世界中の人々の豊かな生活に貢献します。

なお、これらを実現していくための精神・考え方・姿勢として、従来の企業理念である「熱と誠」の位置づ

けを変更し、「ＪＣＵスピリット」といたしました。当社全ての役員・従業員は、物事に対しては常に「情

熱」をもってあたり、人に対しては「誠心誠意」を尽くす、すなわち「熱と誠」の精神をもって日々の仕事に

取り組みます。

ｂ．中期経営計画

当社は、平成30年に設立50周年を迎え、収益性・事業効率の向上を意識して次の50年に向けた経営基盤の構

築を目指す中期経営計画「Next 50 Innovation」を策定いたしました。中期経営計画策定の基本方針は、次の

とおりであります。

ⅰ．薬品事業の競争力強化

ⅱ. 海外市場でのさらなる成長

ⅲ. 次世代技術開発と早期市場投入

ⅳ. 攻めの装置事業

ⅴ. 新市場・新分野への挑戦

ⅵ. 経営基盤の整備と意識改革

これらの基本方針に沿って、企業価値の持続的向上を図ってまいります。

ｃ．コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取り組み

当社では、法令その他の規範の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会情勢及び

経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と経営の健全性の向上を図ることによって、企業価値を高めること

を経営上の重要な課題としております。その実現のために、株主の皆様、お客様、従業員、お取引先様、地域

社会等、様々なステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、企業規模の拡大に伴い、企業統治に必要な

諸機能を一層強化、改善、整備しながら、コーポレート・ガバナンスの強化充実と同時に、コンプライアンス

経営を徹底し、リスク管理の観点から、リスクを未然に防止する社内体制システムを構築し、併せて適時に適

切な情報開示を行い、経営の透明性を高めてまいりました。

当社の経営機関制度としましては、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況について監督

を行う機関として取締役会、監査機関として監査役会があります。取締役会は社外取締役２名を含む９名の取

締役で構成されております。監査役会は社外監査役３名を含む４名の監査役で構成されており、業務執行につ

いての適法性、妥当性の監査を行っております。さらに意思決定機関を強化するものとして経営会議を設置し

ております。加えて、執行役員制度を導入しており、業務執行の迅速化と柔軟な業務執行体制を構築しており

ます。
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なお、企業の社会的責任の重要性を認識し、社会の持続可能な発展に貢献するために、４つのＣＳＲ方針を

定めました。

ⅰ．研究開発型企業として、よりよい製品・サービスを提供し続けます。

ⅱ．法令や社会ルールを遵守し、それらを超える社会的な要請にも取り組みます。

ⅲ．ステークホルダーと適切なコミュニケーションを図り、信頼関係の維持に努めます。

ⅳ．経営の透明性を高め、社内の風通しをよくし、公明正大な企業活動を行います。

また、コンプライアンスに関する倫理規範として「行動基準」を定め、周知徹底を図るとともに、コンプラ

イアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。また、内部及び外部通報制度

についても体制を構築し運用しております。

当社は、引き続き上記諸施策の推進により、コーポレート・ガバナンスの強化充実を図り、さらなる当社の

企業価値、株主共同の利益の確保・向上に繋げてまいります。

以上当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を向上させることに役員・従業員一丸となって取り組んでおり、これらの取り組みは、上

記①の会社の支配に関する基本方針の実現にも資するものと考えております。

 

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取り組みの概要

当社は、平成29年５月26日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛

策）」の継続を決議し、平成29年６月28日開催の第57回定時株主総会において、株主のご承認をいただいており

ます。（以下「本プラン」といいます。）

その概要は次のとおりです。

ａ．本プランの対象となる当社株式の買付

本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを

目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる買付行為

をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。

ｂ．大規模買付ルールの概要

大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、当社取

締役会による一定の評価期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）又は、株主が対抗措置を発動するこ

との可否について検討する期間（以下「株主検討期間」といいます。）を設ける場合には、取締役会評価期間

と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。

ｃ．大規模買付行為がなされた場合の対応

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対で

あったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主を説得

するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。

ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、

結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと

当社取締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。

また対抗措置をとる場合、その判断について株主検討期間を設定し、当該期間に株主総会を開催し、株主の

意思を確認させていただく場合がございます。

ｄ．対抗措置の客観性・合理性を担保するための制度及び手続

対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用

し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、独

立委員会を設置いたしました。対抗措置をとる場合、その判断の客観性・合理性を担保するために、当社取締

役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、

対抗措置の発動の是非について、勧告を行うものとします。
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ｅ．本プランの有効期限等

本プランの有効期限は、平成32年６月30日までに開催予定の第60回定時株主総会終結の時までとし、以降、

本プランの継続（一部修正したうえでの継続を含む）については３年ごとに定時株主総会の承認を得ることと

します。

ただし、有効期間中であっても、株主総会又は取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。

継続後の本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.jcu-i.com/)

に掲載しております。

 

④ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

ａ．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事

前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化

を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が平成27年６月１日に公表した「コーポレートガバナン

ス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。

ｂ．株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること

本プランは、当社株式に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否か

を株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株

主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。

ｃ．株主意思を反映するものであること

本プランは、平成29年６月28日開催の第57回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき継続し

ており、株主の皆様の意思が反映されております。

また、継続後は本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の意向が反映されます。

ｄ．独立性の高い社外者の判断の重視

本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立

委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されております。

ｅ．デッドハンド型買収防衛策及びスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止することが

可能です。したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても

なお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は取締役の任期を１年と定めているため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取締役の交

代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしてお

りません。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は248百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(5) 従業員数

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの従業員数に重要な変動はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＪＣＵ(E01065)

四半期報告書

 7/25



 

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの受注高は減少し、生産実績、受注残高、販売実績は増加し

ております。

ａ.生産実績

当第１四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称
当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日)

前年同期比(％)

薬品事業 (千円) 4,526,449 108.7

装置事業 (千円) 1,707,076 741.4

報告セグメント計 (千円) 6,233,525 141.8

その他 (千円) 4,986 87.2

合計 (千円) 6,238,511 141.8
 

(注) １．金額は販売価格によっております。　

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

 

b. 受注状況

当第１四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

装置事業 214,988 45.0 2,398,484 121.7
 

(注) １．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

４. 上記の金額は、機械装置の製作・据付に関する請負契約等の受注状況を記載しており、表面処理薬品、商品

及び請負加工に関する受注は、売上計上までの期間が短期間であるため、記載を省略しております。

 
c. 販売実績

当第１四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称
当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日)

前年同期比(％)

薬品事業 (千円) 4,887,576 107.9

装置事業 (千円) 1,703,013 751.4

報告セグメント計 (千円) 6,590,589 138.6

その他 (千円) 9,160 93.8

       合計 (千円) 6,599,750 138.5
 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

 

(7) 主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び前連結会計年度末における計画の著しい変更

はありません。
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(8) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

資金の流動性については、運転資金としては将来予測可能な資金需要に対して十分な流動性資産を確保しており

ます。

これらの資金基盤を背景に、当社グループは、収益性・事業効率の向上に向けて、研究開発体制の強化や、中

国・米国・欧州・インドといった海外市場への戦略的投資機会を追求することで、薬品事業の競争力強化、海外市

場でのさらなる成長、次世代技術開発と早期市場投入や新市場・新分野への挑戦を図ってまいります。

株主への利益還元策につきましては、持続的な成長を達成するため手元流動性の確保を重視し、安定した財務基

盤を維持しつつ、配当性向25％を目安として、安定増配基調継続を目指してまいります。

「事業等のリスク」に記載のとおり、当社グループの事業等は様々なリスクを伴っています。事業展開にあたっ

ては、自己資金の充当が望ましいと考えておりますが、将来、それを上回る資金需要が発生した場合にも必要資金

を円滑かつ低利で調達できるよう財務基盤の健全性は常に維持していくよう努めてまいります。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 77,568,000

計 77,568,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成30年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年８月８日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 27,831,914 27,842,470
東京証券取引所
(市場第一部)

(注) １

計 27,831,914 27,842,470 ― ―
 

(注) １. 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。な

お、単元株式数は100株であります。

２. 当社は、平成30年７月20日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として、平成30年８月６日付で

新株式を10,556株発行いたしました。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

平成30年４月１日～
平成30年６月30日

13,915,957 27,831,914 ― 1,191,575 ― 1,144,224

 

(注) １. 当社は、平成30年４月１日を効力発生日として、普通株式１株を２株に分割しております。

２. 当社は、平成30年７月20日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として、平成30年８月６日付で

新株式を10,556株発行いたしました。当該新株式の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ15,147千

円増加しております。

 
(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成30年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

  平成30年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

139,133

権利内容に何ら限定の
ない当社における標準
となる株式であり、単
元株式数は100株であ
ります。

13,913,300

単元未満株式
普通株式

―
１単元(100株)未満の
株式2,657

発行済株式総数 13,915,957 ― ―

総株主の議決権 ― 139,133 ―
 

　　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成30年４月１日から平成

30年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、平成30年７月１日をもって、EY新日本有限責任監査法人とな

りました。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 13,528,085 12,299,937

  受取手形及び売掛金 7,437,495 7,156,692

  商品及び製品 1,318,175 1,311,126

  仕掛品 285,899 204,196

  原材料及び貯蔵品 415,774 446,605

  その他 ※  1,332,732 ※  875,978

  貸倒引当金 △178,684 △169,684

  流動資産合計 24,139,478 22,124,851

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,426,631 2,329,191

   機械装置及び運搬具（純額） 631,270 599,150

   工具、器具及び備品（純額） 472,073 432,423

   土地 522,824 522,824

   リース資産（純額） 90,122 86,274

   建設仮勘定 48,112 496,338

   有形固定資産合計 4,191,034 4,466,202

  無形固定資産   

   のれん 1,823 1,548

   その他 48,876 45,892

   無形固定資産合計 50,699 47,441

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,801,022 2,765,662

   繰延税金資産 702,019 559,302

   その他 346,689 338,747

   貸倒引当金 △0 △0

   投資その他の資産合計 3,849,730 3,663,712

  固定資産合計 8,091,464 8,177,356

 資産合計 32,230,943 30,302,207
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,796,520 1,168,234

  電子記録債務 1,518,545 1,348,302

  短期借入金 177,398 219,194

  1年内返済予定の長期借入金 431,168 384,193

  リース債務 17,048 15,606

  未払法人税等 954,646 450,115

  賞与引当金 352,980 212,773

  工事損失引当金 17,101 14,181

  前受金 686,396 202,145

  その他 1,026,080 1,119,287

  流動負債合計 6,977,886 5,134,035

 固定負債   

  長期借入金 647,749 564,982

  リース債務 108,890 105,578

  退職給付に係る負債 1,137,844 1,171,962

  繰延税金負債 62,793 30,453

  資産除去債務 230,643 231,066

  その他 69,056 64,094

  固定負債合計 2,256,976 2,168,136

 負債合計 9,234,863 7,302,171

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,191,575 1,191,575

  資本剰余金 1,138,544 1,138,464

  利益剰余金 19,044,487 19,637,437

  株主資本合計 21,374,607 21,967,476

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 509,994 450,115

  為替換算調整勘定 1,040,946 512,931

  その他の包括利益累計額合計 1,550,941 963,046

 非支配株主持分 70,531 69,512

 純資産合計 22,996,079 23,000,036

負債純資産合計 32,230,943 30,302,207
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 4,764,317 6,599,750

売上原価 1,567,997 3,026,694

売上総利益 3,196,319 3,573,056

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 607,279 585,218

 賞与 175,610 174,036

 退職給付費用 36,496 47,387

 減価償却費 86,948 90,037

 その他 893,200 949,801

 販売費及び一般管理費合計 1,799,535 1,846,481

営業利益 1,396,783 1,726,574

営業外収益   

 受取利息 5,139 7,345

 受取配当金 19,919 22,545

 貸倒引当金戻入額 2,739 5,399

 その他 9,280 9,981

 営業外収益合計 37,079 45,271

営業外費用   

 支払利息 3,446 4,320

 為替差損 90,740 21,463

 持分法による投資損失 11,528 5,496

 その他 458 2,386

 営業外費用合計 106,174 33,666

経常利益 1,327,688 1,738,179

特別利益   

 固定資産売却益 － 142

 特別利益合計 － 142

特別損失   

 固定資産売却損 2,417 －

 固定資産除却損 926 344

 特別損失合計 3,343 344

税金等調整前四半期純利益 1,324,344 1,737,977

法人税、住民税及び事業税 206,616 317,994

法人税等調整額 130,835 133,359

法人税等合計 337,451 451,354

四半期純利益 986,893 1,286,623

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

919 △2,123

親会社株主に帰属する四半期純利益 985,974 1,288,747
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 986,893 1,286,623

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 169,799 △59,878

 為替換算調整勘定 1,194 △540,822

 持分法適用会社に対する持分相当額 15,804 14,147

 その他の包括利益合計 186,798 △586,554

四半期包括利益 1,173,691 700,069

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,168,326 700,852

 非支配株主に係る四半期包括利益 5,365 △783
 

 

EDINET提出書類

株式会社ＪＣＵ(E01065)

四半期報告書

16/25



【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社そらぷちファームを連結の範囲に含めております。　

 
(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債

の区分に表示しております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※ 債権流動化に伴う買戻し義務

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

債権流動化に伴う買戻し義務 35,688千円 56,325千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

減価償却費 135,893千円 146,158千円

のれんの償却額 1,386 306 
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(株主資本等関係)

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自平成29年４月１日 至平成29年６月30日)

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月26日
取締役会

普通株式 486,799 70 平成29年３月31日 平成29年６月12日 利益剰余金

 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自平成30年４月１日 至平成30年６月30日)

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年５月25日
取締役会

普通株式 695,797 50 平成30年３月31日 平成30年６月11日 利益剰余金

 

 

EDINET提出書類

株式会社ＪＣＵ(E01065)

四半期報告書

19/25



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自平成29年４月１日 至平成29年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：千円)

 
報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

薬品事業 装置事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 4,527,898 226,651 4,754,550 9,767 4,764,317 － 4,764,317

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 4,527,898 226,651 4,754,550 9,767 4,764,317 － 4,764,317

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

1,700,467 △45,584 1,654,882 △19,634 1,635,248 △238,464 1,396,783

 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スパッタ技術によ

るカラーリング加工、飲料水及びワイン等の事業を含んでおります。

２．調整額の内容は次のとおりであります。

セグメント利益 (単位：千円)

 当第１四半期連結累計期間

セグメント間取引消去 －

全社費用※ △238,464

合計 △238,464
 

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っ

ております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 (固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

 

 (のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

 

 (重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自平成30年４月１日 至平成30年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：千円)

 
報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

薬品事業 装置事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 4,887,576 1,703,013 6,590,589 9,160 6,599,750 － 6,599,750

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 4,887,576 1,703,013 6,590,589 9,160 6,599,750 － 6,599,750

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

1,905,446 90,862 1,996,308 △13,708 1,982,599 △256,025 1,726,574

 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スパッタ技術によ

るカラーリング加工、飲料水及びワイン等の事業を含んでおります。

２．調整額の内容は次のとおりであります。

セグメント利益 (単位：千円)

 当第１四半期連結累計期間

セグメント間取引消去 －

全社費用※ △256,025

合計 △256,025
 

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っ

ております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 (固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

 

 (のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

 

 (重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

　

３．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間より、会社組織の変更に伴い、報告セグメントを従来の「薬品事業」「装置事

業」「新規事業」の３事業から、「薬品事業」「装置事業」の２事業とし、報告セグメントに含まれない

「その他」を追加いたしました。

上記の変更に伴い、従来「新規事業」に含めておりました、プラズマ技術を利用したプリント配線板洗浄

装置、太陽光発電装置、太陽光発電による売電等を「装置事業」、スパッタ技術によるカラーリング加工、

飲料水及びワイン等の事業を「その他」に含めております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき

作成したものを開示しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 35円44銭 46円30銭

 (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 985,974 1,288,747

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

985,974 1,288,747

普通株式の期中平均株式数(千株) 27,817 27,831
 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．平成30年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

(剰余金の配当)

平成30年５月25日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(イ)配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・695,797千円

(ロ)１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・50円00銭

(ハ)支払請求権の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・平成30年６月11日

 (注) 平成30年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年８月８日

株式会社ＪＣＵ

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松　　本     暁　　之 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田　　中     清　　人 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＪＣＵ

の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成30年４月１日から平成30

年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＪＣＵ及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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